
  

       一 般 競 争 入 札  

 

入 札 条 件 

工  事  名  

(工 事 番 号 )  

県庁舎ウェルビーイングオフィス改修工事（B工区） 

            （ 第 Ｒ ６ － Ａ ２ 号 ）  

施 工 期 間  着 工 の 日 （ 予 定 ） か ら 令 和 ７ 年 ６ 月 ３ ０ 日 ま で  

開 札 日 時  令 和 ６ 年 ９ 月 ２ ６ 日   午 前  １ ０  時  

今 回 の 入 札 は 下 記 の 条 件 に よ り 行 い ま す 。     
                                    
１  共 通 事 項 別 記 事 項 の ほ か 、 地 方 自 治 法 (昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 )、

地 方 自 治 法 施 行 令 (昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号 )、 奈 良 県 契 約 規
則 (昭 和 3 9 年 5 月 奈 良 県 規 則 第 1 4 号 )そ の 他 の 法 令 、 規 則
な ど に 基 づ い て 行 い ま す 。  

２  条 件 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

   

 

入 札 方 法 

 

  郵  便  

 

予 定 価 格 

 

1 2 4 , 8 6 1 , 0 0 0 円  

 

 

入 札 回 数 

 

   １  回  

 

入 札 書 比 較 価 格 

 

1 1 3 , 5 1 0 , 0 0 0 円  

 

入 札 保 証 金 

 

   免  除  

 

最 低 制 限 価 格 

 ( 低 入 札 調 査 基 準 価

格 )  

 

 

 

                

1 1 3 , 5 7 8 , 3 0 0 円  

 

 

 

契 約 保 証 金 

 

 

 

入 札 公 告 に 記 載 ・ 奈

良 県 契 約 規 則  第 1 9

条 に よ る  

 

最 低 制 限 比 較 価 格 

( 低 入 札 調 査 基 準 比 較 価

格 )  

 

1 0 3 , 2 5 3 , 0 0 0 円  

                

 

前 払 金 の 請 求 

 

    可      

 

議 会 の 議 決 

 

   不  要      

 

各 年 度 に お け る 支 払

予 定 額 の 割 合  

 

 

 入 札 公 告 に 記 載  

  

 

 

入 札 書 宛 名 

 

   知  事    

 

    ＊ 設 計 図 書 に 対 す る 質 問 は ７ 月 １ ２ 日 午 前 1 0 時 か ら 午 前 1 1 時 ま で に 指 定 の 方 法 に

て 提 出 し て く だ さ い 。  

    ＊ 質 問 に 対 す る 回 答 は ７ 月 ２ ３ 日 （ 予 定 ） か ら 閲 覧 に 供 し ま す 。  

３  入 札 辞 退   入 札 を 辞 退 さ れ る と き は 「 入 札 辞 退 届 」 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

 受 注 者 名  
 

 

契 約 日     年   月   日  

着 手 日     年   月   日  

請 負 代 金 額  

( 内 , 消 費 税 相 当 額 及  

び 地 方 消 費 税 相 当

額 )  

 

                     円  

 

完 成 日  

 

   年   月   日  

    

 

 

  （                   円 ）  

 ●  契 約 書 類 は 落 札 決 定 後 遅 滞 な く 提 出 し て く だ さ い 。  

 

   

奈 良 県 総 務 部 管 財 課  



  

 

目    次   

 

 

 

  １．  入  札  者  心  得  

 

 

    ２．  提   出   書   類  

 

 

    ３．  契約の保証  

 

 

    ４．  議会の議決を必要とする契約の締結  

 

 

    ５．特定公契約に係る手続  

 

 

  ６．契約の不締結                       

 

 

    ７．  管理技術者及び担当技術者について  

 

 

    ８．  現場代理人及び監理技術者等について  

 

 

    ９．  前  払  金  

 

 

    10．  中間前払金        
 

 

    11．  部  分  払        
 

 

    12．  工事実績情報登録 [コリンズ ] 
 

 

    13．  下請負を使用する場合の注意  

 

 

    14．  建設業退職金共済制度について   

 

 

    15．  著作権について  

 

 

    16．  そ  の  他  
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  １．  入  札  者  心  得  

 

１  入札 室 にお いて は、 静粛 に しな けれ ばな らな い 。  

 

２  入 札 者 （ そ の 代 理 人 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の 者 は 、 入 札 室 に 立 ち 入 っ

ては なら な い。  

 

３  入札 者 が入 札し よう とす る 場合 は、係 員に 入札 通 知書 を提 示す るこ と 。 ま

た代 理人 の 場合 は、 その 委任 状 を提 出し なけ れば な らな い。  

 

４  すで に 投函 した 入札 書の 引 き替 え、 変更 また は 取り 消し は認 めな い 。  

 

５  入札 者 は、私 的 独占 の禁 止 及び 公正 取引 の確 保 に関 する 法律（ 昭和 22 年法

律第 ５ ４ 号 ）等 に 抵 触す る行 為 を行 って はな らな い 。  

 

６   入 札 者 は 、 入 札 に 当 た っ て は 、 他 の 入 札 者 と 入 札 意 思 、 入 札 価 格 （ 入 札 保  

証金 の金 額 を含 む ｡）又は 入札 書 、工 事 費 内訳 書 、技 術提 案 書 その 他奈 良 県に

提出 する 書 類（以 下「入札 書 等」と い う ｡）の作 成 につ いて い かな る相 談 も行

って はな ら ず、 独自 に入 札価 格 を定 めな けれ ばな ら ない 。  

 

７   入札 者 は、落 札 者 の決 定前 に、他の 入 札者 に対 し て入 札意 思、入 札 価 格（ 入

札保 証金 の 金額 を含 む。 ）、 入 札書 等を 意図 的に 開 示し ては なら ない 。  

 

８   電 子 入 札 シ ス テ ム に よ る 入 札 者 は 、 電 子 証 明 書 （ Ｉ Ｃ カ ー ド ） を 不 正 に 使  

用し ては な らな い。  

 

９   入 札 者 は 、 談 合 情 報 等 が あ っ た 場 合 に は 、 発 注 者 の 事 情 聴 取 等 に 協 力 し 、  

誓約 書等 の 提出 に応 じな けれ ば なら ない 。  

 

10  入 札 者 は 、 入 札 執 行 の 完 了 に 至 る ま で は い つ で も 入 札 を 辞 退 す る こ と が で

き る 。  ま た 入 札 を 辞 退 し た 者 は 、 こ れ を 理 由 と し て 以 後 の 入 札 等 に つ い て

不利 益な 取 扱い を受 ける もの で はな い。  

 

11  次の 各 号に 該当 する 入札 は 、無 効又 は失 格と す る。  

    （１ ）  入 札書 に 記 名押 印 を欠 く入 札  

    （２ ）  入 札書 の重 要な 文 字の 誤脱 等に より 必 要な 事項 を 確 認で き ない 入札  

    （３ ）  同 一入 札者 がな し た２ 以上 の入 札  

    （４ ）  入 札金 額の 訂正 し た入 札若 しく は判 読 しが たい と認 めら れ る入 札  

    （５ ）  入 札に 際し て公 正 な入 札の 執行 を害 す る行 為を なし た者 の 入札  

    （６ ）  入 札に 関し 談合 等 の不 正行 為を した 者 の入 札  

    （７ ）  係 員の 指示 に従 わ ない 等入 札室 の秩 序 を乱 した 者の 入札  

    （８ ）  そ の他 入札 条件 に 違反 した 入札  

 

  12  落 札 価格 は 、 入札 書 に 記載 さ れた 金額 に 、 当該 金 額の １０ ０ 分 の １ ０ に相

当す る金 額 を加 算し た 金 額で あ る。  
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２ ． 提 出 書 類 

 

 

提  
出  
先  

 

 
書   類   名  

 

 

部  
 

数  

 

 
注  記  

 

 
 
 

管  

 

 

財  

 

 

課  

 

 

企  

 

 

画  
 

 

係  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎契 約締 結 時  

 

１  建 設 工 事 請 負 契 約 書 （ 設 計 施 工 一 括 発 注 方

式 ）  

（ 請 負 額 1 0 0 万 円 未 満 は ｢建 設 工 事 請 書 ｣で も 可 。） 

 ※ Ｊ Ｖ の 場 合 は ＜ 構 成 員 数 ＋ ２ 部 ＞ 提 出 の こ と 。  

 ※ 特 定 公 契 約 （ 予 定 価 格 ３ 億 円 以 上 の も の ） の 場

合 は 特 約 条 項 を 添 付 の こ と  

 

２  請 負 代 金 内 訳 書  

 

３  工 程 表  

（ 設 計 業 務 、工 事 業 務 ど ち ら も 含 め た 工 程 表 ） 

 

４  工 事 （ 事 業 ） 着 工 届  

 

５  現 場 代 理 人 等 通 知 書 、 現 場 代 理 人 等 変 更  
 通 知 書  

     現 場 代 理 人 ･主 任 技 術 者 は 経 歴 書 添 付  

    監 理 技 術 者 ･専 門 技 術 者 は 資 格 者 証 写 し 添 付  

 
６  建 設 業 退 職 金 共 済 組 合 掛 金 収 納 書  
 
 

７  契 約 保 証 証 書  

 

８  免 税 事 業 者 届   

 

９  特 定 公 契 約 履 行 責 任 者 選 任 届   

  ※ 特 定 公 契 約 の 場 合  

 

10 建 設 工 事 に 係 る 資 材 の 再 資 源 化 等 に 関 す  

る 法 律 第 12 条 第 １ 項 に 基 づ く 書 面 （ 表 紙 ）  

  

  ・ 別 表 １ ～ 別 表 ３ の い ず れ か に 必 要 事 項  

  を 記 載 し た も の  

  別 表 １ （ 建 築 物 に 係 る 解 体 工 事 ）  

別 表 ２ （ 建 築 物 に 係 る 新 築 工 事 等 （ 新    

         築 ・ 増 築 ・ 修 繕 模 様 替 ） ）  

別 表 ３ （ 建 築 物 以 外 の も の に 係 る 解 体     

           工 事 又 は 新 築 工 事 （ 土 木 工 事     

            等 ） ）  

  ・ 工 程 表 （ 契 約 締 結 時 に 工 程 表 を 提 出 す  

る 場 合 は 不 要 ）  

 
 
 

３ 部  

( 2 部 )  

 

 

 

 

１ 部  

 

 １ 部  

 ２ 部  

 

１ 部  

 

１ 部  
 
 
 
 
１ 部  
 
 
１ 部  
 

１ 部  

 
 

１ 部  

 

 

１ 部  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

契 約 金 額 は 税 込 み 額 を 記 入 。  

う ち １ 部 は 押 印 し な い こ と 。  

 

             ･ ･ ･項 目 5 参 照  

 

 

 

 

 

知 事 契 約 は ２ 部  

 

 （ 監 督 員 の 確 認 を 受 け る こ と 。） 

             

             ･ ･ ･項 目 ７ 参 照  
                   
 
 
 
請 負 額 が 1 0 0 万 円 未 満 は 提 出
不 要 。        ･ ･ ･項 目 1 3  参 照  
 
           ･ ･ ･項 目 3 参 照  

 

 

 

             ･ ･ ･項 目 5 参 照  

 

 

対 象 工 事 以 外 は 提 出 不 要 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
監  
 

督  
 

員  
 
 

 

 

１  施 工 計 画 書  
 
２  施 工 体 制 台 帳 及 び 施 工 体 系 図  
 
３  登 録 の た め の 確 認 の お 願 い 及 び 登 録 内 容  

確 認 書 【 コ リ ン ズ 】  
 
４  再 生 資 源 利 用 ［ 促 進 ］ 計 画 書  

 

 

２ 部  
 
１ 部  
 
１ 部  
 
 
１ 部  

 

 

   （ 監 督 員 と 協 議 の う え 作 成 ） 
        
             ･ ･ ･項 目 1 2 参 照  
                   
請 負 額 5 0 0 万 円 以 上 の 場 合  
            ･ ･ ･項 目 1 1 参 照  
                   
該 当 す る 工 事 の 場 合  
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提  
出  
先  

 
書   類   名  

 

部  
 

数  

 
注  記  

 

管
財
課
企
画
係  

◎工 事開 始 前  
 

１  配 置 技 術 者 確 認 書    
  
  ※ 早 期 契 約 制 度 ・ フ レ ッ ク ス 工 期 契 約 制 度  
    の 場 合  

 
 
 
１ 部  

 

 

 
 
 
工 事 開 始 (指 定 )日 の １ ４ 日 前 ま で  
 
に 提 出  

 

管
財
課
企
画
係  

◎前 払 金 請 求時  
 
１  前 払 金 請 求 書  
 
２  保 証 事 業 会 社 発 行 の 保 証 証 書  

 
 
２ 部  
 
２ 部  

             ･ ･ ･項 目 8 参 照  
                   
 
 
 

管
財
課
企
画
係  
 

◎中 間前 金 払認 定請 求時  
 
１  中 間 前 払 金 認 定 請 求 書  
 
２  工 事 履 行 報 告 書  
 
３  添 付 資 料 （ 平 面 図 、 工 程 表 及 び 写 真 ）  

 
 
２ 部  
 
２ 部  
 
２ 部  

             ･ ･ ･項 目 9 参 照  
                   
 
 
 
 
 

管
財
課
企
画
係  
 

◎中 間前 払 金請 求時  
 
１  前 払 金 請 求 書  
 
２  中 間 前 払 金 認 定 請 求 書  
 
３  保 証 事 業 会 社 発 行 の 保 証 証 書  

 
 
２ 部  
 
２ 部  
 
２ 部  

             ･ ･ ･項 目 9 参 照  
                   
 
 
 
 
 

管
財
課
企
画
係  

◎部 分払 請 求時  
 
１  請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書  

 

２  工 事 (事 業 )部 分 払 (年 度 精 算 )請 求 書  

 
 
１ 部  

 

１ 部  

             ･ ･ ･項 目 1 0 参 照  
                   
 

 

 

管

財

課

企

画

係  

 

 

 

◎設 計変 更 時  

 

１  工 事 変 更 請 負 契 約 書  

   (当 初 契 約 時 に ｢建 設 工 事 請 書 ｣提 出 の 場 合 は  

   ｢建 設 工 事 変 更 請 書 ｣ ) 

 ※ Ｊ Ｖ の 場 合 は ＜ 構 成 員 数 ＋ ２ 部 ＞ 提 出 の こ と 。  

 

２  工 程 表  

 

 

 

３ 部  

( 2 部 )  

 

 

 

 １ 部  

 ２ 部  

 

 

う ち １ 部 は 押 印 し な い こ と 。  

 

 

 

 

知 事 契 約 時 は ２ 部  

 （ 監 督 員 の 確 認 を 受 け る こ と 。） 

 

監

督

員  

 

 

３  登 録 内 容 確 認 書 【 コ リ ン ズ 】   (提 示 )  

 

４  出 来 形 測 量 図 、 出 来 形 数 量 算 出 書 及 び 出  

来 形 図 等 の 関 係 書 類  

 

 

 

 

 

 

変 更 デ ー タ 分  

（ 5 0 0 万 円 以 上 の 工 事 に 限

る 。 ）  

 

管

財

課

企

画

係  

 

 

◎工 期延 期 時  

 

１  工 事 変 更 請 負 契 約 書  

   (当 初 契 約 時 に ｢建 設 工 事 請 書 ｣提 出 の 場 合 は  

   ｢建 設 工 事 変 更 請 書 ｣ )                 

 

２  工 程 表  

 

 

 

3 部  

( 2 部 )  

 

 

 １ 部  

 ２ 部  

 

 

う ち １ 部 は 押 印 し な い こ と 。  

 

 

 

知 事 契 約 時 は ２ 部           

 （ 監 督 員 の 確 認 を 受 け る こ と 。） 

 

監  

督  

員  

 

 

３  工 期 延 期 届  

４  登 録 内 容 確 認 書 【 コ リ ン ズ 】    (提 示 ) 

 

 

 

１ 部  

 

 

 

 

 

変 更 デ ー タ 分  

（ 5 0 0 万 円 以 上 の 工 事 に 限

る 。 ）  
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提  
出  
先  

 
 

書   類   名  
 

 
部  
 

数  

 
 

注  記  
 

 

管
財
課
企
画
係  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◎完  成  時  
 
１  完 成 通 知 書  
 
２  返 信 用 封 筒 （ ８ ４ 円 切 手 貼 付 ）  

 

 
 
２ 部  
 
１ 部  

 

 
 
 
 
工 事 成 績 評 定 送 付 用  

  

 
監
督
員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３  工 事 記 録 写 真 、 出 来 形 管 理 表 、 出 来 形 図 、  

工 事 関 係 図 （ 出 来 形 測 量 図 ） 及 び 工 事 報 告  
書 等 の 関 係 書 類  

 
４  完 成 写 真  
 
５  再 生 資 源 利 用 （ 促 進 ） 実 施 書  
 
６  廃 棄 物 管 理 表 （ マ ニ ュ フ ェ ス ト ） の 写 し  

(提 示 ) 
 
７  そ の 他 監 督 員 が 必 要 と し て 指 示 し た 書 類  

 
１ 部  
 
 
 
１ 部  
 
１ 部  
 
１ 部  
 
 
１ 部  

 
 
 
 
 
知 事 契 約 時 は ２ 部         
 
 
 
 
 
 
 

  

管
財
課
企
画
係  

 

◎検 査完 了 時  
 
１  引 渡 書  
 
２  工 事 (事 業 ） 請 負 代 金 請 求 書  
 

 

 
 
１ 部  
 
２ 部  
 

  

 
 
 
 
 
 

 

監  

督  

員  

 
３  登 録 内 容 確 認 書 【 コ リ ン ズ 】    (提 示 ) 
 

 

 
１ 部  
 

 

 
完 了 デ ー タ 分  
（ 5 0 0 万 円 以 上 の 工 事 に 限 る 。） 

 

 

 

 

監

督

員  

 

 

◎手 直し 時  

 

１   修 補 完 了 報 告 書 、 修 補 完 了 届  

 

２   手 直 し 写 真  

 

 

 

 

２ 部  

 

１ 部  

 

 

 

 

 

 

 

知 事 契 約 時 は ２ 部  

 

管

財

課

企

画

係  

 

 

◎そ  の  他  

 ◇  口 座 振 替 申 出 書 兼 相 手 方 登 録 依 頼 書  

（ お 願 い ）  

    工 事 代 金 の 支 払 い 口 座 に つ い て は 、 完 了 払

い 、前 払 い を 問 わ ず 、県 内 金 融 機 関 を 優 先 し

て ご 利 用 く だ さ る よ う お 願 い い た し ま す 。  

 

 

１ 部  

 

 

 

 

 

 

 

・ 工 事 代 金 支 払 口 座 を 新 規 ま  

 た は 変 更 登 録 す る と き  

・ 完 了 払 い と 前 払 い の 口 座 は  

別 口 座 と し て く だ さ い 。  
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３．契 約 の 保 証 

 

 落 札 者 は 、 こ の 契 約 締 結 と 同 時 に 、 請 負 契 約 の 債 務 不 履 行 に 備 え 、 工 事 の 完 成 を 確 保

す る た め の 保 証 に 付 さ な け れ ば な り ま せ ん 。  

 保 証 方 式 は 金 銭 的 保 証 と し ま す 。  

 

ａ ． 保 証 を 要 す る 工 事  ･･･ 奈 良 県 契 約 規 則 第 19 条 に よ り ま す 。  

       

ｂ ． 履 行 保 証 措 置 ･･･ 下 記 の い ず れ か の 方 法 に よ る 保 証 を 行 っ て く だ さ い 。   
 

(1) 銀   行   保   証(銀 行 等 )  

(2) 公 共 工 事 契 約 保 証(建 設 業 保 証 ㈱ の 各 社 )  

(3) 公 共 工 事 履 行 保 証(損 害 保 険 会 社 )  

(4) 履 行 保 証 保 険 契 約 の 締 結 (損 害 保 険 会 社 )･ ･･保 険 証 券 を 寄 託 の こ と 。  

 ※ 保 証 （ 保 険 ） 期 間 に は 、 契 約 日 を 含 み ま す 。  
 
   契 約 変 更 が あ っ た 時  
 

(1) 銀 行 保 証 の 場 合･ ･ ･発 注 者 に 保 証 内 容 変 更 契 約 書 を 提 出 の こ と 。  

(2) 公 共 工 事 契 約 保 証 の 場 合 ･ ･ ･保 証 会 社 に 変 更 契 約 書 (写 )を 提 出 の こ と 。  

(3) 公 共 工 事 履 行 保 証 の 場 合 ･ ･ ･発 注 者 に 異 動 承 認 書 を 提 出 の こ と 。  

(4) 履 行 保 証 保 険 契 約 締 結 の 場 合 ･ ･ ･発 注 者 に 異 動 承 認 書 を 提 出 の こ と 。  

 

た だ し 、 変 更 契 約 に よ り 当 初 請 負 契 約 額 の ３ ０ ％ を 越 え る 増 額 変 更 と な っ た と き は 、
履 行 保 証 の 変 更 手 続 き を 行 う こ と 。  

 

ｃ ． 保 証 金 額 ま た は 保 険 金 額  ･･･ 請 負 代 金 額 の １ ０ ％ 以 上  

 

 

４．議会の議決を必要とする契約の締結  
 

 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば 締 結 で き な い 契 約 （ 予 定 価 格 が ５ 億 円 以 上 の 工 事 ） に 該 当 す る

場 合 は 、 議 会 の 議 決 が あ る ま で は 仮 契 約 と し て 、 契 約 約 款 の 末 尾 に 次 の １ 条 を 加 え る と と

も に 「 特 に 定 め た 契 約 条 件 」 を 付 す る こ と と し ま す 。  

 

 （ 本 契 約 の 確 定 ）  

 第 62 条  こ の 契 約 は 、 県 議 会 の 議 決 が あ っ た と き に 、 こ の 契 約 書 と 同 一 の 条 項 に よ り 、

本 契 約 を 締 結 し た も の と す る 。  

 

 

『 特 に 定 め た 契 約 条 件』  

 県 議 会 の 議 決 を 解 除 条 件 と し て 以 下 の 条 文 を 追 加 す る 。  

 

（ 仮 契 約 の 後 本 契 約 締 結 ま で の 間 に お け る 取 扱 い ）  

第 ６ ２ 条 の ２  仮 契 約 が 第 ６ ２ 条 の 議 決 を 受 け る ま で の 間 に 、 受 注 者 が 次 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る と き は 、 発 注 者 は 、 仮 契 約 を 解 除 し 、 本 契 約 を 締 結 し な い 。  

（ １ ） 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 ５ 月 ３ 日 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４ に 該 当 す

る と き 。  

（ ２ ） 奈 良 県 建 設 工 事 等 請 負 契 約 に 係 る 入 札 参 加 停 止 措 置 要 領 （ 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 監

第 ２ 号 奈 良 県 土 木 部 監 理 課 長 通 知 ） の 規 定 に よ る 入 札 参 加 停 止 を 受 け た と き 。  

（ ３ ） 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の

申 立 （ 同 法 附 則 第 ２ 条 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 更 正 事 件 に 係 る

同 法 に よ る 改 正 前 の 会 社 更 生 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ７ ２ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よ る

更 生 手 続 開 始 の 申 立 を 含 む 。 ） を し た と き 又 は 申 立 を な さ れ た と き 。 た だ し 、 同 法 に

基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 者 に つ い て は 、 更 生 手 続 開 始 の 申 立 を し な か っ た

者 又 は 申 立 を な さ れ な か っ た 者 と み な し ま す 。  

 

（ ４ ） 平 成 １ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 以 前 に 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） 附 則 第 ２

条 に よ る 廃 止 前 の 和 議 法 （ 大 正 １ １ 年 法 律 第 ７ ２ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 和

議 開 始 の 申 立 を し た と き 。  
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（ ５ ） 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 民 事 再 生 法 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り 再 生 手 続 開 始 の 申 立

を し た と き 又 は 申 立 を な さ れ た と き 。 た だ し 、 同 法 に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 決 定 を 受

け た 者 で あ っ て も 、 再 生 計 画 の 認 可 の 決 定 を 受 け た 者 に つ い て は 、 再 生 手 続 開 始 の 申

立 を し な か っ た 者 又 は 申 立 を な さ れ な か っ た 者 と み な し ま す 。  

２  受 注 者 が 共 同 企 業 体 で あ り 、 前 項 に 該 当 す る 構 成 員 を 除 い て 共 同 企 業 体 協 定 書 の 変

更 を 申 し 出 た 場 合 に お い て 、 発 注 者 は 、 変 更 後 の 共 同 企 業 体 の 構 成 員 が 、 代 表 者 を 含

め ○ 者 以 上 で あ る 場 合 は 、 仮 契 約 を 解 除 せ ず 、 一 部 変 更 の 仮 契 約 を 締 結 す る こ と が 出

来 る も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に 基 づ い て 仮 契 約 を 解 除 し た 場 合 、 発 注 者 は 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も

の と す る 。  

 

 

５．特定公契約に係る手続  

 

  特 定 公 契 約 （ 予 定 価 格 ３ 億 円 以 上 ） に 該 当 す る 場 合 は 、 別 添 「 特 定 公 契 約 特 約 条 項 」

に 基 づ く 手 続 が 必 要 と な り ま す 。  

 

 

６．契約の不締結  

 

１  契 約 締 結 ま で の 間 に 、 落 札 （ 候 補 ） 者 （ 共 同 企 業 体 の 場 合 は 構 成 員 の 一 部 ） が  次 の

い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 契 約 を 締 結 し ま せ ん 。  

（ １ ） 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 ５ 月 ３ 日 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４ に 該 当

す る と き 。  

（ ２ ） 奈 良 県 建 設 工 事 等 請 負 契 約 に 係 る 入 札 参 加 停 止 措 置 要 領 （ 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日

監 第 ２ 号 奈 良 県 土 木 部 監 理 課 長 通 知 ） の 規 定 に よ る 入 札 参 加 停 止 を 受 け た と き 。  

（ ３ ） 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始

の 申 立 （ 同 法 附 則 第 ２ 条 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 更 正 事 件

に 係 る 同 法 に よ る 改 正 前 の 会 社 更 生 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ７ ２ 号 ） 第 ３ ０ 条 の

規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 を 含 む 。 ） を し た と き 又 は 申 立 を な さ れ た と き 。

た だ し 、 同 法 に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 者 に つ い て は 、 更 生 手 続 開 始

の 申 立 を し な か っ た 者 又 は 申 立 を な さ れ な か っ た 者 と み な し ま す 。  

（ ４ ） 平 成 １ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 以 前 に 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） 附 則 第

２ 条 に よ る 廃 止 前 の 和 議 法 （ 大 正 １ １ 年 法 律 第 ７ ２ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 和 議 開 始 の 申 立 を し た と き 。  

（ ５ ） 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 民 事 再 生 法 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り 再 生 手 続 開 始 の 申

立 を し た と き 又 は 申 立 を な さ れ た と き 。 た だ し 、 同 法 に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 決

定 を 受 け た 者 で あ っ て も 、 再 生 計 画 の 認 可 の 決 定 を 受 け た 者 に つ い て は 、 再 生 手

続 開 始 の 申 立 を し な か っ た 者 又 は 申 立 を な さ れ な か っ た 者 と み な し ま す 。  

２  落 札 者 が 共 同 企 業 体 の 場 合 は 、 前 項 に 規 定 す る 構 成 員 を 除 い て 共 同 企 業 体 協 定 書 の

変 更 を 申 し 出 た 場 合 に お い て は 、 変 更 後 の 共 同 企 業 体 の 構 成 員 が 、 代 表 者 を 含 め ３ 者

以 上 で あ る 場 合 は 、 一 部 変 更 の （ 仮 ） 契 約 を 締 結 す る こ と が あ り ま す 。  
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７．管理技術者及び担当技術者について  

 

 受 注 者 は 下 記 の 者 を 選 任 し て 氏 名 、 そ の 他 必 要 な 事 項 を 届 け 出 て く だ さ い 。  

・ 管 理 技 術 者  ･ ･･･  業 務 の 管 理 及 び 統 括 等 を 行 う 者  

・ 担 当 技 術 者  ･ ･･･  管 理 技 術 者 の も と で 業 務 を 担 当 す る 者  

 

全 て の 配 置 技 術 者 は 、 公 告 に 定 め ら れ て い る 資 格 を 有 し た 者 で な け れ ば な り ま せ

ん 。  

管 理 技 術 者 及 び 担 当 技 術 者 は こ れ を 兼 ね る こ と が で き ま せ ん 。  

 

８．現場代理人及び監理技術者等について  

 

 受 注 者 は 下 記 の 者 を 選 任 し て 氏 名 、 そ の 他 必 要 な 事 項 を 届 け 出 て く だ さ い 。  

  統括責任者、現 場 代 理 人 、監 理 技 術 者 等（ 監 理 技 術 者（ 監 理 技 術 者 補 佐 を 配 置 す る 場 合 は

監 理 技 術 者 補 佐 ） 又 は 主 任 技 術 者 ） 及 び 専 門 技 術 者 は 、 こ れ ら を 兼 ね る こ と が で き ま す 。  

  監 理 技 術 者 等 の 配 置 等 の 運 用 に つ い て は 「 監 理 技 術 者 制 度 運 用 マ ニ ュ ア ル 」 の と お り で

す 。  

 

    ・ 現 場 代 理 人  ･ ･ ･ ･  現 場 に お い て 受 注 者 の 任 務 の 代 行 す る 者 で あ り 、 工 事 現 場 に 常

駐 し 、 そ の 運 営 、 取 り 締 ま り 等 を 行 い ま す 。  

            ま た 、 予 定 価 格 が １ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 の 工 事 （ 土 木 一 式 工 事 に

つ い て は ５ ０ ０ 万 円 以 上 の 工 事 ） に つ い て は 、 受 注 者 と の 直 接 的

か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 の あ る 者 か ら 選 任 し な け れ ば な り ま せ ん 。  

                         資 格 ＝ ａ .  受 注 者 と 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 に あ る 者 ※  

 

    ・ 主 任 技 術 者  ･ ･ ･ ･  建 設 業 者 は 請 け 負 っ た 建 設 工 事 を 施 工 す る た め に 主 任 技 術 者 を

置 か ね ば な り ま せ ん 。  

工 事 の 施 工 に 際 し 技 術 上 の 管 理 及 び 指 導 を 行 い ま す 。 請 負 代 金

額 が 4 , 000 万 円 以 上 （ 建 築 一 式 工 事 に つ い て は 8 ,000 万 円 以 上 ）

は 専 任 で な け れ ば な り ま せ ん 。  

 

             資 格  ＝  a. 建 設 業 法 第 7 条 第 2 号 ｲ､ﾛ又 は ﾊに 該 当 す る 者  

 b. 受 注 者 と 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 に あ る 者 ※  

 

    ・監 理 技 術 者  ･ ･ ･･ 特 定 建 設 業 者 が 発 注 者 か ら 直 接 工 事 を 請 け 負 い 、そ の う ち 4,000

万 円 以 上 （ 建 築 一 式 工 事 に つ い て は 6,000 万 円 以 上 ） を 下 請 け 施

工 さ せ る 場 合 は 監 理 技 術 者 を 置 か な け れ ば な り ま せ ん 。 請 負 代 金

額 が 4 , 000 万 円 以 上 （ 建 築 一 式 工 事 に つ い て は 8 ,000 万 円 以 上 ）

は 専 任 で な け れ ば な り ま せ ん 。  
                           た だ し 、専 任 の 監 理 技 術 者 補 佐 を 置 く 場 合 は ２ 件 ま で 兼 任 で き

ま す 。  
 

                        資 格  ＝  a. 建 設 業 法 第 15 条 第 2 号 ｲ､ﾛ又 は ﾊに 該 当 す る 者  

 b. 建 設 業 法 第 2 7 条 の 18 第 1 項 の 規 定 に よ る 監 理 技 術

者 資 格 者 証 及 び 監 理 技 術 者 講 習 修 了 証 の 交 付 を 受 け

て い る 者  

 c. 受 注 者 と 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 に あ る 者 ※  

 

    ・ 監 理 技 術 者 補 佐   ･ ･ ･ ･  監 理 技 術 者 が ２ 件 の 工 事 現 場 を 兼 任 す る 場 合 は 、 こ れ を 補  

            佐 す る 者 を 置 か な け れ ば な り ま せ ん 。 ま た 、 監 理 技 術 者 補 佐  

            は 専 任 で な け れ ば な り ま せ ん 。  

              

              資 格  ＝  a.  建 設 業 法 第 7 条 第 2 号 ｲ、 ﾛ又 は ﾊに 該 当 す る 者

(主 任 技 術 者 の 資 格 を 有 す る 者 )の う ち 、 当 該 資

格 と 同 一 の 業 種 に 係 る 一 級 の 技 術 検 定 の 第 一

次 検 定 に 合 格 し た 者 又 は 法 第 15 条 第 2 号 ｲ、 ﾛ

又 は ﾊに 該 当 す る 者  
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                  b．受 注 者 と 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 に あ る 者

※  

 

    ・ 専 門 技 術 者  ･ ･ ･ ･  １ 式 工 事 の 内 容 で あ る 他 の 建 設 工 事 を 自 ら 施 工 し よ う と す る と

き 等 は 、 当 該 工 事 に 関 し 主 任 技 術 者 の 資 格 を 有 す る 者 を 工 事 現 場

に 置 か な け れ ば な り ま せ ん 。  
 

                        資 格  ＝  a. 建 設 業 法 第 7 条 第 2 号 ｲ､ﾛ又 は ﾊに 該 当 す る 者  

 b. 受 注 者 と 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 に あ る 者 ※  

 

      ※  受 注 者 と 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 に あ る 者  

          直 接 的 ： 「 監 理 技 術 者 資 格 者 証 」 に 記 載 さ れ て い る 所 属 建 設 業 者 の ほ か 、 技 術  

        者 本 人 に 対 し て 「 健 康 保 険 被 保 険 者 証 」 、 当 該 建 設 業 者 に 対 し て は 「 健  

        康 保 険 被 保 険 者 標 準 報 酬 決 定 通 知 書 」 や 「 住 民 税 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 」  

        及 び 「 当 該 技 術 者 の 工 事 経 歴 書 」 を も っ て 確 認 。  

    恒 常 的 ： 個 別 の 入 札 案 件 に つ い て 、 所 属 建 設 業 者 が 入 札 申 し 込 み を し た 日 以 前  

        に ３ ヶ 月 以 上 の 雇 用 関 係 に あ る こ と 。  

 

９．前 払 金    

 

 受 注 者 は 、 保 証 事 業 会 社 と 保 証 契 約 を 締 結 す る こ と に よ り 、 請 負 代 金 額 の 前 払 金 を 請 求

す る こ と が で き ま す 。  

 た だ し 、 早 期 契 約 、 又 は 、 フ レ ッ ク ス 工 期 契 約 制 度 に よ る 場 合 、 工 事 開 始 （ 指 定 ） 日 の

１ ４ 日 前 ま で は 請 求 で き ま せ ん 。  

 

   ａ ． 対 象 請 負 代 金 額  ･･･ １ ０ ０ 万 円 以 上  

 

   ｂ ．請 求 限 度 額 ･･･  施工に係る請 負 代 金 額 の ４ / 10（ 設 計 に 係 る 前 払 金 は ３ ／

10） 以 内 で す 。  

た だ し 、 複 数 年 度 に 渡 る 契 約 は 、 各 会 計 年 度 の 出 来 高 予  

              定 額 の ４ /1 0（ 設 計 に 係 る 前 払 金 は ３ ／ 1 0） 以 内 で す 。  

               

   ｃ ． 請 求 期 限 ･･･ 契 約 締 結 後 （ ※ ） １ ヶ 月 以 内 に 請 求 し て く だ さ い 。  

                              ※ 早 期 契 約 制 度 に よ る 場 合： 工 事 開 始 指 定 日 の １ ４ 日 前 か ら  

                     ﾌ ﾚ ｯ ｸ ｽ工 期 契 約 制 度 に よ る 場 合 ： 工 事 開 始 日 の １ ４ 日 前 か ら  

た だ し 、 残 り 工 期 が １ ヶ 月 未 満 の 場 合 は 請 求 で き ま せ ん 。 

ま た 、３ 月 に 発 注 す る 工 事 に つ い て は 請 求 で き な い 場 合 が

あ り ま す 。  

 

        ｄ ． 支  払  い ･･･ 請 求 書 類 の 提 出 日 か ら 14 日 以 内 に 支 払 い ま す 。  

 

   ｅ ．使 途 の 制 限 ･･･ 当 該 工 事 の 用 に 供 す る も の で 、下 記 の 範 囲 に 限 定 さ れ て い

ま す 。  

 

材 料 費 、 労 務 費 、 機 械 器 具 の 賃 貸 料 、 機 械 購 入 費 （ 当 該 工 事 に お

い て 償 却 さ れ る 割 合 に 相 当 す る 額 に 限 る ） 、 動 力 費 、 支 払 運 賃 、 修

繕 費 、 仮 設 費 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 及 び 保 証 料 に 相 当 す る 額 と し

て 必 要 な 経 費 。な お 、平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 、新 た に 請 負 契 約

を 締 結 す る 工 事 に 係 る 前 払 金 に つ い て は 、 前 払 金 の 10 0 分 の 2 5

を 超 え る 額 を 除 き 、 当 該 工 事 の 現 場 管 理 費 及 び 一 般 管 理 費 等 の う

ち 当 該 工 事 の 施 工 に 要 す る 費 用 も 可 と す る 。  

 

 

       ※ 西 日 本 建 設 業 保 証 （ 株 ） 奈 良 支 店 の 所 在 地   

              〒 630 -8227  奈 良 市 林 小 路 町 8-1  ﾆｯｾｲ 奈 良 若 草 ﾋﾞ ﾙ 4Ｆ  

                              TEL0742 -22-8093   F AX0742-27-1 787  

 

     ※ 前 払 金 専 用 口 座 に つ い て  

平 成 １ ７ 年 ４ 月 か ら の 「 ペ イ オ フ 」 解 禁 拡 大 に 関 連 し て 、 預 金 の 全 額 が 保 険 の 対



 - 9 - 

象 と な る 『 決 済 用 預 金 （ 無 利 息 型 普 通 預 金 ） 』 の 利 用 に つ い て も 検 討 し て く だ さ い 。 

 

 

10．中 間 前 払 金    

 

 既 に 、前 払 金 の 支 払 を 受 け た 受 注 者 は 、保 証 事 業 会 社 と 保 証 契 約 を 締 結 す る こ と に よ り 、

請 負 代 金 額 の 中 間 前 払 金 を 請 求 す る こ と が で き ま す 。  

 

   ａ ． 対 象 請 負 代 金 額  ･･･ １ ０ ０ 万 円 以 上  

 

   ｂ ． 請 求 限 度 額 ･･･ 請 負 代 金 額 の 2/10 以 内 で す 。  

た だ し 、中 間 前 払 金 を 支 出 し た 後 の 前 払 金 の 合 計 額 が 請 負

代 金 の 6/10 以 内 で な け れ ば な り ま せ ん 。 ま た 、 複 数 年 度  

              に 渡 る 契 約 は 、各 会 計 年 度 の 出 来 高 予 定 額 の 2/10 以 内 で す 。 

                           

   ｃ ． 中 間 前 金 払 と 部 分 払 い の 併 用 ･･･中 間 前 払 金 は 、 部 分 払 い と 併 用 す る こ と が で  

                   き ま す 。 た だ し 、 中 間 前 払 金 の 請 求 を し た と き  

                    は 、 部 分 払 の 請 求 は 同 一 年 度 中 ２ 回 を 超 え る こ  

                   と は で き ま せ ん 。  ま た 、 同 一 年 度 に お い て 、  

                    部 分 払 の 支 払 を 受 け た 後 に は 中 間 前 金 払 の 請 求  

                    は で き ま せ ん 。  

 

   ｄ ． 中 間 前 払 金 の 請 求 の 要 件  ･･･ 次 の （ １ ） ～ （ ３ ） の 全 て の 要 件 を 満 た す 場 合  

                 に 中 間 前 払 金 の 請 求 が で き ま す 。 ま た 、 工 期 及 び  

                 請 負 代 金 額 に 変 更 が あ る 場 合 は 、 中 間 前 払 金 の 認  

                 定 請 求 の 時 点 で の 工 期 及 び 請 負 代 金 額 に よ り ま   

                 す 。  

                  （ １ ） 工 期 の ２ 分 の １ （ 債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約  

                   に あ っ て は 、 当 該 年 度 の 工 事 実 施 期 間 の ２ 分  

                   の １ 。 以 下 同 じ 。 ） を 経 過 し て い る こ と 。  

                  （ ２ ） 工 程 表 に よ り 工 期 の ２ 分 の １ を 経 過 す る ま  

                   で に 実 施 す べ き も の と さ れ て い る 当 該 工 事 に  

                   係 る 作 業 が 行 わ れ て い る こ と 。        

                  （ ３ ） 既 に 行 わ れ た 当 該 工 事 に 係 る 作 業 に 要 す る  

                   経 費 が 請 負 代 金 額 の ２ 分 の １ （ 債 務 負 担 行 為  

                   に 係 る 契 約 に あ っ て は 、 当 該 年 度 の 出 来 高 予  

                   定 額 の ２ 分 の １ ） 以 上 の 額 に 相 当 す る も の で  

                   あ る こ と 。  

 

   ｅ ． 中 間 前 金 払 認 定 請 求  ･･ ･ 中 間 前 払 金 の 支 払 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 あ ら か  

               じ め 、 中 間 前 金 払 い の 請 求 の 要 件 （ 上 記 ｄ （ １ ） ～   

               （ ３ ） ） を 満 た し て い る か ど う か の 確 認 を 受 け な け れ  

               ば な り ま せ ん 。  

                 認 定 は 、 原 則 と し て 、 請 求 の あ っ た 日 か ら ７ 日 以 内  

               （ 土 曜 日 、 日 曜 日 、 祝 日 等 を 除 き ま す 。 ） に 行 い ま す 。  

                  

       ｆ ． 支  払  い ･･･ 適 正 な 請 求 書 類 の 提 出 日 か ら 14 日 以 内 に 支 払 い ま す 。  

 

   ｇ ．使 途 の 制 限 ･･･ 当 該 工 事 の 用 に 供 す る も の で 、下 記 の 範 囲 に 限 定 さ れ て い

ま す 。  

 

材 料 費 、 労 務 費 、 機 械 器 具 の 賃 貸 料 、 機 械 購 入 費 （ 当 該 工 事 に お

い て 償 却 さ れ る 割 合 に 相 当 す る 額 に 限 る ） 、 動 力 費 、 支 払 運 賃 、 修

繕 費 、 仮 設 費 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 及 び 保 証 料 に 相 当 す る 額 と し

て 必 要 な 経 費  

 

 

 

11．部 分 払    
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 受 注 者 は 、出 来 高 部 分 と 一 定 の 工 事 材 料 に つ い て 、部 分 払 の 請 求 を 行 う こ と が で き ま す 。 

 

   ａ ． 限  度  額  ･･･ 出 来 形 額 の ９ / 1 0 以 内  

 

   ｂ ． 回    数  ･ ･ ･  単 年 度 契 約 の 場 合 は 工 期 中 に ３ 回 以 内 で す 。 た だ し 、 中 間 前  

           金 払 の 請 求 を し た と き は 、 部 分 払 の 請 求 は 同 一 年 度 中 ２ 回 を 超  

           え る こ と は で き ま せ ん 。  

                         債 務 負 担 行 為 に 係 る 契 約 の 場 合 は 契 約 時 に 指 示 し ま す 。  

 

   ｃ ． 出 来 高 対 象  ･･･ 下 記 の 部 分 が 出 来 高 の 対 象 と な り ま す 。  

            ○ 現 場 出 来 形 部 分  

            ○ 工 事 現 場 に 搬 入 済 み の 工 事 材 料  

            ○ 製 造 工 場 等 に あ る 工 場 製 品  

 

   ｄ ． 出 来 高 検 査  ･･･ 「 請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書 」 の 提 出 日 か ら 14 日 以 内 に 確

認 の 為 の 検 査 を 行 い ま す 。  

 

        ｅ .  支 払 い ･･･ 請 求 書 の 提 出 の あ っ た 日 か ら 14 日 以 内 に 支 払 い ま す 。  

                          た だ し 、 請 求 書 は 出 来 形 検 査 完 了 後 に 提 出 し て く だ さ い 。  

 

 

 

12．工 事 実 績 情 報 登 録 ［ コ リ ン ズ ］  

 

 全 国 の 建 設 企 業 の 工 事 実 績 に 関 わ る 情 報 を デ ー タ ベ ー ス 化 し て 、 一 元 管 理 す る こ と に よ

り 、 日 本 国 内 の 建 設 工 事 に 関 す る 客 観 デ ー タ を 、 広 く 提 供 す る こ と を 目 的 と し て 行 わ れ て

い ま す 。   

 

 受 注 ・ 変 更 ・ 完 成 又 は 訂 正 時 に お い て 請 負 代 金 額 が 5 0 0 万 円 以 上 の 全 て の 工 事 が 対 象 と

な り ま す 。  

 な お 、 変 更 登 録 時 は 、 工 期 、 技 術 者 に 変 更 が 生 じ た 場 合 に 行 う も の と し 、 工 事 請 負 代 金

の み の 変 更 の 場 合 は 、 原 則 と し て 登 録 を 必 要 と し ま せ ん 。  

 

受 注 者 は 、「 コ リ ン ズ ・ テ ク リ ス 登 録 シ ス テ ム 」に 基 づ き 、「 建 設 実 績 情 報 」を 作 成 し 監 督 員

の 確 認 を 受 け た 後 に 、 シ ス テ ム に よ り 確 認 日 付 を 入 力 ・ 登 録 し て 、 J A C I C 発 行 の 「 登 録 内 容 確 認

書 」 を 監 督 員 に 提 示 し て く だ さ い 。  
 
       提 示 の 時 期 は 、 以 下 の と お り で す 。  
    
          ( 1 )  受 注 登 録 時  ＝  契 約 締 結 後 1 0 日 以 内 （ 土 曜 日 、 日 曜 日 、 祝 日 等 を 除 き ま す 。 ）  

          ( 2 )  変 更 登 録 時  ＝  変 更 時 か ら 1 0 日 以 内 （ 土 曜 日 、 日 曜 日 、 祝 日 等 を 除 き ま す 。 ）  

          ( 3 )  竣 工 登 録 時  ＝  工 事 完 成 後 1 0 日 以 内 （ 土 曜 日 、 日 曜 日 、 祝 日 等 を 除 き ま す 。 ）  

 

   ａ ． 手 続 き の フ ロ ー                  

 

        発 注 機 関         受 注 者            監 督 員         受 注 者            JAC IC  

                                                                       

         特 記 仕 様 書  発 注  各 登 録 時 に 登 録  提 出  内 容 の   O K    確 認 日 付 の       工 事 実 績 情 報  

         で の 明 記         用 デ ー タ を 作 成          確 認         入 力 ・ 登 録       を ﾃﾞｰﾀ ﾍ ﾞ ｰ ｽ化  

                                           

                                   NO                                         
                                                                 
                                   デ ー タ 修 正                           

                                                                           

                                  登 録 確 認       登 録 内 容 確         登 録 内 容 確      

                                  支 払 手 続          認 書               認 書         

                                                                               

                               庶 務 工 事 係          監 督 員            受 注 者                  
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    ｂ ． 問 い 合 わ せ 先  

 

    〒 1 07-8416  東 京 都 港 区 赤 坂 ７ 丁 目 １ ０ 番 ２ ０ 号  ｱｶｻｶ ｾﾌﾞ ﾝｽｱｳﾞｪﾆｭｰﾋﾞ ﾙ４ 階  

                （ 一 財 ） 日 本 建 設 情 報 総 合 セ ン タ ー （ Ｊ Ａ Ｃ Ｉ Ｃ ） ｺﾘﾝｽﾞ･ﾃ ｸﾘｽｾﾝﾀｰ  

                          TEL. (03)35 05-0463  ／  FAX. (0 3)3505- 203 0 

 

 

13．下 請 負 を 使 用 す る 場 合 の 注 意  

 

 建 設 業 法 、公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 及 び 奈 良 県 契 約 規 則 で 、

一 括 下 請 は 禁 止 さ れ て い る と と も に 部 分 下 請 に つ い て も 制 限 を 加 え ら れ て い ま す 。  

 こ れ に 違 反 し た 者 は 、 営 業 停 止 等 の 行 政 処 分 の 対 象 と な り ま す 。  

 工 事 を 施 工 す る た め に 下 請 契 約 を 締 結 し た と き は 、 下 記 の こ と を 行 わ な く て は な り ま せ

ん 。  

 変 更 ・ 追 加 を し よ う と す る 場 合 も 同 じ で す 。  

 

 ○ 施 工 体 制 台 帳 を 工 事 現 場 に 備 え 置 か な け れ ば な ら な い 。  

 ○ 施 工 体 制 台 帳 の 写 し を 発 注 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ○ 各 下 請 負 人 の 施 工 の 分 担 関 係 を 表 示 し た 施 工 体 系 図 を 作 成 し 、 工 事 関 係 者 が 見 や す い

場 所 及 び 公 衆 が 見 や す い 場 所 に 掲 げ な け れ ば な ら な い 。  

 

       ＜ お 願 い ＞  
 

          下 請 業 者 の 選 定 は 県 内 建 設 業 者 を お 願 い し ま す 。  

 

 

14．建設業退職金共済制度について  

 

こ の 制 度 は 、 建 設 労 働 者 の 福 祉 の 増 進 を 図 る と と も に 、 建 設 労 働 者 の 雇 用 労 働 条 件 の 改

善 を 通 じ て 建 設 業 の 健 全 な 発 展 を 図 る た め 、 法 律 に も と づ い て 設 け ら れ た 国 の 制 度 で す 。  

税 法 上 、 掛 金 の 全 額 が 、 法 人 で は 損 金 、 個 人 企 業 で は 必 要 経 費 と し て 扱 わ れ る の で 、 事

業 主 に と っ て も 有 利 な 制 度 で す 。  

 

   a .加 入 手 続 き  ･ ･ ･  事 業 所 所 在 地 の 独 立 行 政 法 人  勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構  建 設 業 退

職 金 共 済 事 業 本 部 の 支 部 に「 建 設 業 退 職 金 共 済 契 約 申 込 書 」等 を

提 出 す る こ と に よ り 行 い ま す 。  

 

◇ 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構  建 退 共 奈 良 県 支 部 の 所 在 地  

  〒 630-824 1  奈 良 市 高 天 町 5-1  奈 良 県 建 設 会 館 内  

              tel 0 742-2 2-3345   fa x 0742-2 2- 3346  

 

      b. 証 紙 購 入 額  ･･･  証 紙 購 入 額 は 工 事 に 従 事 す る 加 入 対 象 従 業 者 の 延 べ 就 労 日 数 に 対

応 す る 額 と な っ て い ま す 。  

 

○ 加 入 対 象 従 業 者 数 と 当 該 加 入 対 象 従 業 者 の 就 労 日 数 を 的 確 に

把 握 す る こ と が で き る 場 合 ･ ･ ･延 べ 就 労 予 定 数 の 証 紙 を 購 入 し

て く だ さ い 。  

○ 加 入 対 象 従 業 者 数 と 当 該 加 入 対 象 従 業 者 の 就 労 日 数 を 的 確 に

把 握 す る こ と が 困 難 な 場 合 ･･･次 頁 の 表 を 参 考 に 、 工 種 は 主 た る

工 事 内 容 と し て 算 出 し て く だ さ い 。 な お 、 こ の 表 は 労 働 者 の 加

入 率 を 7 0 %と し て 算 出 し て い ま す 。  

 

 

 

          工 事 種 別  
 
 総 工 事 費  

 

土           木  

         

舗  装  

         

橋 梁 等  

         

隧  道  

         

堰  堤  

         

浚 渫 ･埋 立  

 

そ の 他
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     の 土 木 

 
 
  1,000～   9,999 千 円  

 

 
 
3.5/1000  

 

 
 
3.5/1000  

 

 
 
4.5/1000  

 

 
 
4.1/1000  

 

 
 
3.7/1000  

 

 
 
4.1/1000  

 

 
 
 10,000～  4 9,999 千 円  

 

 
 
3.3/1000  

 

 
 
3.2/1000  

 

 
 
3.6/1000  

 

 
 
3.8/1000  

 

 
 
2.8/1000  

 

 
 
3.6/1000  

 

 
 
 50,000～  9 9,999 千 円  

 

 
 
2.9/1000  

 

 
 
2.8/1000  

 

 
 
2.8/1000  

 

 
 
3.1/1000  

 

 
 
2.7/1000  

 

 
 
3.1/1000  

 

 
 
100,000 ～ 499, 999 千
円  

 

 
 
2.3/1000  

 

 
 
2.1/1000  

 

 
 
2.1/1000  

 

 
 
2.5/1000  

 

 
 
1.9/1000  

 

 
 
2.3/1000  

 

 
 
500,000 千 円 以 上  

 

 

 
 
1.7/1000  

 

 

 
 
1.6/1000  

 

 

 
 
1.9/1000  

 

 

 
 
1.8/1000  

 

 

 
 
1.7/1000  

 

 

 
 
1.8/1000  

 

 

  （ 注 ） 総 工 事 費 と は 、 請 負 契 約 額 （ 消 費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 含 む 。 ） と 無 償 支 給 材 料 評 価 額

の 合 計 額 を い い ま す 。  

     建 築 、 設 備 等 の 工 事 種 別 に つ い て は 、 上 記 ａ の 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 建 退 共 奈 良 県 支 部 に  

    お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

      c . 収 納 書 提 出  ･･･  受 注 者 は 契 約 締 結 後 、 １ ヶ 月 以 内 に 取 扱 金 融 機 関 で 共 済 証 紙 を 購

入 し 、掛 金 収 納 書 の う ち １ 枚（ 契 約 者 が 発 注 者 へ ）を 提 出 し て く だ

さ い 。  

            た だ し 、 請 負 代 金 額 1 00 万 円 未 満 は 提 出 不 要 で す 。  

 

   d . 標 識 の 掲 示  ･･･  工 事 現 場 の 労 働 者 の 見 や す い 場 所 に 「 建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 適 用

事 業 主 工 事 現 場 」 シ ー ル を 掲 示 し て く だ さ い 。  

 

 

15．著作権について    

 

業 務 成 果 物 が 著 作 権 法 に 規 定 す る 著 作 物 に 該 当 す る 場 合 に は 、 当 該 著 作 物 の 引 き 渡 し 時

に 、 奈 良 県 知 事 に 無 償 譲 渡 す る も の と し ま す 。  

 

 

16．そ  の  他    

 ○ 奈 良 県 県 土 マ ネ ジ メ ン ト 部 編 「 土 木 請 負 工 事 必 携 」 の 規 定 を 熟 読 の う え 、 工 事 施 工 に  

あ た る こ と 。  

な お 、 契 約 書 の 様 式 は 、 奈 良 県 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し て い ま す 。  

◇ h ttp://ww w.p ref. nar a.jp/52 278. htm    「 土 木 請 負 工 事 必 携 」  
 
◇ h ttp://ww w.pref. nar a.jp/ 27102. htm    「 契 約 書 」  

 
    ◇ 「 土 木 請 負 工 事 必 携 」 の 販 売  

       〒 63 0-8241  奈 良 市 高 天 町 5- 1  奈 良 県 建 設 会 館 内  

                   (一 社 )奈 良 県 建 設 業 協 会  t el 0742-22-333 8  

 

○ 総 合 評 価 落 札 方 式 に よ る 工 事 案 件 に お い て 、 下 記 ア 又 は イ に 該 当 す る 場 合 は 、 竣 工 時

の 工 事 成 績 評 定 に お け る 評 定 点 計 を １ ０ 点 減 点 し ま す 。  

ア  受 注 者 の 責 に よ り 入 札 時 に 評 価 さ れ た 技 術 提 案 の 内 容 が 履 行 さ れ な い 場 合  

イ   配 置 予 定 技 術 者 の 実 績 に お い て 加 点 さ れ 落 札 し た 後 、 工 事 期 間 中 に や む を 得 ず 配

置 技 術 者 を 途 中 交 代 す る 際 に 、 同 等 以 上 の 評 価 が な さ れ る 者 を 配 置 さ れ な い 場 合  

 

＜ お 願 い ＞  
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 ○ 県 内 産 品 の 使 用 に つ い て  

工 事 用 に 使 用 す る 建 設 資 材 、 物 品 等 は 、 県 内 で 生 産 さ れ る も の を 優 先 し て ご 購 入 く だ

さ る よ う お 願 い し ま す 。  

 

  ○ 県 内 金 融 機 関 の 利 用 に つ い て  

工 事 代 金 の 支 払 い に 係 る 振 替 先 口 座 に つ い て は 、 県 内 金 融 機 関 を 優 先 し て ご 利 用 く だ

さ る よ う お 願 い し ま す 。  

 

＜ お 知 ら せ ＞  

①  本 県 に お い て は 、 平 成 １ ４ 年 ４ 月 よ り 、 契 約 書 に 「 談 合 等 に よ る 解 除 」 及 び 「 損 害 賠

償 の 予 定 」 条 項 を 設 け 、 不 正 に 対 し て 今 ま で 以 上 に 厳 正 に 臨 む こ と と し て お り ま す 。  

②  談 合 等 と 疑 わ し い 事 態 が 発 生 し た 場 合 に は 、 全 入 札 参 加 者 か ら 事 情 聴 取 す る こ と が  

あ り ま す の で あ ら か じ め ご 了 知 く だ さ い 。  

③  契 約 締 結 後 、受 注 者（ 受 注 者 が 共 同 企 業 体 で あ る と き は 、そ の 構 成 員 の い ず れ か の 者 。

以 下 同 じ 。 ） が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は 、 契 約 を 解 除 す る こ と が あ

り ま す 。  

  ま た 、 契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 違 約 金 支 払 義 務 が 生 じ ま す 。  

(1)  役 員 等 （ 受 注 者 が 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る

者 を 、 受 注 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は そ の 役 員 、 そ の 支 店 又 は 常 時 建 設 工 事 の 請 負 契

約 を 締 結 す る 事 務 所 の 代 表 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を 言 う 。 以 下 同

じ 。 ） が 、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法

律 第 ７ ７ 号 。 以 下 「 暴 対 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） 又 は 暴 力 団 員 （ 暴 対 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き 。  

  (2)  役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害  

   を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る な ど し て い る と 認 め ら れ る  

   と き 。  

  (3)  役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な  

   ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与 し て い る と  

   認 め ら れ る と き 。  

  (4)  役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を 知 り な が ら こ れ を 不 当 に 利 用 す る な  

    ど し て い る と 認 め ら れ る と き 。  

  (5 )  役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る と 認  

      め ら れ る と き 。  

  (6)  下 請 契 約 又 は 資 材 、原 材 料 の 購 入 契 約 そ の 他 の 契 約（ 以 下「 下 請 契 約 等 」と い う 。 

      以 下 同 じ 。 ） に 当 た り 、 そ の 相 手 方 が 前 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 知 り な が  

      ら 、 当 該 者 と 契 約 を 締 結 し た と 認 め ら れ る と き 。  

  (7 )  受 注 者 が 、 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 下 請 契 約 等 の 相 手 方  

      と し て い た 場 合 （ 前 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ） に 、 発 注 者 が 受 注 者 に 対 し て 当 該  

      契 約 の 解 除 を 求 め 、 受 注 者 が こ れ に 従 わ な か っ た と き 。  

  (8 )  こ の 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 か ら 不 当 に 介 入 を 受 け た に も か か  

      わ ら ず 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 発 注 者 に 報 告 せ ず 、 又 は 警 察 に 届 け 出 な か っ た と き 。  

④  上 記 ③ ( 8)の 届 出 を 怠 っ た 場 合 は 、「 奈 良 県 建 設 工 事 等 請 負 契 約 に 係 る 入 札 参 加 停 止 措

置 要 領 」 に 基 づ く 入 札 参 加 停 止 措 置 を 行 う 場 合 が あ り ま す 。  

⑤  平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 付 の 機 構 改 革 等 に よ り 、 契 約 締 結 権 限 の 一 部 が 知 事 か ら 部 局 長 又

は 各 課 （ 室 ） 長 に 委 任 さ れ て い ま す 。 つ い て は 、 一 部 の 契 約 に つ い て 、 部 局 長 又 は 各 課

（ 室 ） 長 が 県 の 契 約 名 義 人 に な る 場 合 が あ り ま す の で あ ら か じ め ご 了 知 く だ さ い 。  

⑥  平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 に 奈 良 県 公 契 約 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 ７ 月 奈 良 県 条 例 第 １ １ 号 。 以 下

「 条 例 」 と い う 。 ） が 施 行 さ れ ま し た 。 本 工 事 を 受 注 し よ う と す る 者 は 、 条 例 で 規 定 さ  

れ る 以 下 の 遵 守 事 項 等 を 理 解 し た 上 で 受 注 し て く だ さ い 。  

 

(1)  奈 良 県 公 契 約 条 例 の 趣 旨 に の っ と り 、 公 契 約 の 当 事 者 と し て の 社 会 的 責 任 を 自 覚

し 、 本 工 事 を 適 正 に 履 行 す る こ と 。  

 

(2)  本 工 事 の 履 行 に 当 た り 、 次 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 の 法 令 を 遵 守 す る こ と 。  

  ア  最 低 賃 金 法 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 最 低 賃 金 の 適 用 を 受 け る 労 働 者 に 対 し 、 同 法  

   第 ３ 条 に 規 定 す る 最 低 賃 金 額（ 同 法 第 ７ 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 労 働 者 に つ い て は 、 

   同 条 の 規 定 に よ り 減 額 し て 適 用 さ れ る 額 を い う 。 ） 以 上 の 賃 金 （ 労 働 基 準 法 第 1 1  



 - 14 - 

   条 に 規 定 す る 賃 金 を い う 。 ） の 支 払 を 行 う こ と 。  

  イ  健 康 保 険 法 第 48 条 の 規 定 に よ る 被 保 険 者（ 同 法 第 ３ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 任 意 継 続  

   被 保 険 者 を 除 く 。 ） の 資 格 の 取 得 に 係 る 届 出 を 行 う こ と 。  

  ウ  厚 生 年 金 保 険 法 第 27 条 の 規 定 に よ る 被 保 険 者 （ 同 条 に 規 定 す る 70 歳 以 上 の 使 用

さ れ る 者 を 含 む 。 ） の 資 格 の 取 得 に 係 る 届 出 を 行 う こ と 。  

  エ  雇 用 保 険 法 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 被 保 険 者 に つ い て 、 同 法 第 ７ 条 の 規 定 に よ る  

   届 出 を 行 う こ と 。  

  オ  労 働 保 険 の 保 険 料 の 徴 収 等 に 関 す る 法 律 第 ４ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行  

   う こ と 。  

 

(3)  本 工 事 の 一 部 を 、他 の 者 に 請 け 負 わ せ よ う と す る と き は 、当 該 他 の 者 に 対 し 、こ の  

遵 守 事 項 を 周 知 し 、 遵 守 す る よ う 指 導 す る こ と 。


